
土
庄

小
豆
島

三
木

直
島

綾
川

取組の内容 甲「本市（中心市）」の役割 乙「周辺町」の役割

新
規

(1)遠隔医療
  ネットワー
  クを使った
  連携

● ● ● ● ●

a
 
 
医
療

新
規

(2)医療機関の
　 整備推進等

● ● ● ● ●

新
規

(3)医療職員の
  交流等

● ● ● ●

　
　医療職員（医師および歯科医師を除く。）
の資質向上に取り組む。

　
　乙の医療機関の医療職員（医師および歯科
医師を除く。）に実地研修の機会を提供す
る。

 医療職員（医師および歯科医師を除く。）
の資質向上を図るため，甲から提供される実
地研修の機会を活用する。

２　救急医療
 体制の確保

継
続

救急医療体制の
整備

● ● ●

  圏域の救急医療体制を確保するため，休日
在宅当番医制および病院群輪番制の実施につ
いて支援を行う。
 

  社団法人高松市医師会，社団法人木田地区
医師会および社団法人綾歌地区医師会が実施
する休日在宅当番医制および高松市民病院等
が実施する病院群輪番制について支援する。

  社団法人高松市医師会，社団法人木田地区
医師会および社団法人綾歌地区医師会が実施
する休日在宅当番医制および高松市民病院等
が実施する病院群輪番制について支援する。

新
規

(1)ファミ
　リー・
　サポート・
　センター
　事業

● ●

新
規

(2)高齢者
　セーフティ
　ネットワー
　ク事業

● ●

ア

イ

  たかまつファミリー・サポート・センター
の行う育児に関する相互援助活動を住民に周
知し，同センターの運営を支援する。

　甲と連携して高齢者セーフティネットワー
クを整備し，その円滑な運営を支援する。

b
 
 
福
祉

３ 子育て支
  援および高
  齢者保護の
  充実

  子育て支援および高齢者保護の充実を図る
ため，ボランティア組織等の整備による育児
支援および警察，関係団体等のネットワーク
によるはいかい高齢者保護を支援する。

ア

イ

  仕事と育児の両立支援および地域の子育て
支援事業を行うたかまつファミリー・サポー
ト・センターの設置者として，育児に関する
相互援助活動事業の対象を乙の区域の住民に
も拡大して実施する。

　はいかい高齢者の早期発見および保護を目
的として，乙および警察，関係団体等との協
力連携による高齢者セーフティネットワーク
を整備し，その円滑な運営を支援する。

１　医療を安
　定的に提供
　できる体制
  の確保

　医療を安定的に提供できる体制を確保する
ため，遠隔医療を通じた地域医療機関の連携
を強化するとともに，圏域の医療水準の維持
および充実に取り組む。

　

ア

イ

ウ

　圏域の中核病院である高松市民病院の設置
者として，同病院を遠隔医療の支援医療機関
と位置付け，圏域内の他の医療機関からの診
断依頼に積極的に応じ，患者を受け入れる。

　高松市民病院への受入患者について，同病
院における治療後においても，受入元の医療
機関を通じて切れ目のない医療を提供する。

　圏域の医療水準を維持・充実させるため，
高松市民病院および高松市国民健康保険香川
病院を移転統合した新病院の整備を推進す
る。

ア

イ

政
策
分
野

施　　策
区
分

施策に係る
取組（事業）

連携する周辺町

瀬戸・高松広域定住自立圏取組状況一覧

1

【生活機能の強化】

連携する具体的事項

　乙の区域内の医療機関に遠隔医療への参加
および活用を呼びかける。

  高松市民病院における治療が必要な患者の
受渡しが円滑に行われるよう努める。

資料１
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庄

小
豆
島
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木
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島

綾
川

取組の内容 甲「本市（中心市）」の役割 乙「周辺町」の役割

継
続

(1)介護認定
　審査会業務
  の連携

● ● ●

継
続

(2)障害程度
　区分等審査
　会業務の連
　携

● ● ●

ｃ
　
教
育

５　中学校
　総合体育
　大会等の
　連携

継
続

中学校総合体育
大会等の連携

● ●

　圏域における中学校体育の充実発展および
生徒の育成を図るため，それぞれの市町が実
施している中学校総合体育大会等の体育大会
について，「高松地区大会」として開催す
る。

ア

イ

　関係団体と共に高松地区中学校総合体育大
会等を主催し，甲の区域内の中学校生徒に高
松地区中学校総合体育大会等への参加の機会
を与える。

　大会の会場等として甲の設置するスポーツ
施設等の活用を図る。

ア

イ

　関係団体と共に高松地区中学校総合体育大
会等を主催し，乙の区域内の中学校生徒に高
松地区中学校総合体育大会等への参加の機会
を与える。

　大会の会場等として乙の設置する施設等の
活用を図る。

新
規

(1)観光プロ
　モーション
　事業

● ● ● ● ●

新
規

(2)新たな観光
　プランの企
　画，販売等

● ● ● ● ●

新
規

(3)海外観光客
　向け情報発
　信事業

● ● ● ● ●

７　中心市街
　地における
　にぎわいの
　創出

新
規

高松市中心市街
地活性化基本計
画に基づく取組

● ● ● ● ●

　中心市街地におけるにぎわいを創出するた
め，テナントミックス等による商業・サービ
スの魅力の強化，来街者の回遊の促進，魅力
的な住宅供給による居住の促進等に取り組
む。

ア

イ

　中心市街地の活性化に関する法律（平成１
０年法律第９２号）に基づき設立された高松
市中心市街地活性化協議会の活動を支援す
る。

　高松市中心市街地活性化基本計画に基づ
き，商業機能を強化するため，中心市街地に
おける中央商店街の活性化を推進する。

　整備された中心市街地の機能について，住
民の利用向上を図る。

  介護認定審査会業務および障害程度区分等
審査会業務を甲に委託する。

ｄ
 
産
業
振
興

６　観光の
　振興

　圏域の観光振興を図るため，地域の特色を
生かしながら，観光プロモーション事業の実
施，旅行商品の企画，販売等を行うととも
に，海外からの観光客の誘致に向けて，圏域
の情報発信を行う。

ア

イ

  圏域の観光およびコンベンションの振興の
中核を担う財団法人高松観光コンベンショ
ン・ビューローの主たる出資者として，同財
団を実施主体とする観光プロモーション事
業，旅行商品の企画，販売事業等を行う。

　海外からの観光客を誘致するため，英語版
ホームページを作成し，圏域全体を対象とし
た観光情報を発信する。

ア

イ

ウ

　地域の特色を生かしたイベント等を開催す
るほか，国内外からの観光客等を，圏域に誘
致するために特有の観光資源を活用する。

　財団法人高松観光コンベンション・ビュー
ローの賛助会員として，同財団の実施する観
光プロモーション事業，旅行商品の企画，販
売事業等を支援する。

　英語版ホームページを作成し，甲の英語版
ホームページとリンクさせる。

（
b
 
 
福
祉
）

４　広域的な
　審査会の
　実施

　事務事業の適正化および効率化を図るた
め，介護認定審査会業務および障害程度区分
等審査会業務を連携して行う。

  乙からの委託を受け，乙の介護認定審査会
業務および障害程度区分等審査会業務を受託
し，処理する。

【生活機能の強化】

政
策
分
野

施　　策
区
分

施策に係る
取組（事業）

連携する周辺町 連携する具体的事項
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土
庄

小
豆
島

三
木

直
島

綾
川

取組の内容 甲「本市（中心市）」の役割 乙「周辺町」の役割

新
規

(1)災害時の応
　 援体制等

● ● ● ● ●

継
続

(2)香川県消防
　相互応援協
　定

● ● ● ● ●

継
続

(3)高松空港
　およびその
　周辺におけ
　る消火救難
　活動に関す
　る協定

● ●

継
続

(4)消防業務の
　 事務委託

● ●

継
続

(1)一般廃棄物
　の処理業務

●

継
続

(2)し尿処理
　業務

● ●

　
継
続

(3)し尿貯留槽
　管理業務

●

継
続

(4)一般廃棄物
　の埋立処分
　業務

●

１０　不法投
  棄の防止

新
規

不法投棄対策事
業の推進

● ● ● ● ●

  不法投棄を防止し，圏域の生活環境および
自然環境を保全するため，相互に連携して不
法投棄対策事業を推進する。

  国，県および関係団体との連携および地域
住民との協働の下，圏域内における不法投棄
対策事業を推進する。

  地域住民との協働の下，甲と連携して不法
投棄対策事業を推進する。

  西部クリーンセンターの設置者として，乙
からの委託を受け，同センターにおいて，乙
の区域から生じる一般廃棄物（し尿および浄
化槽汚泥を除く。）の処理業務（収集，運搬
および最終処分の業務を除く。）を行う。

　乙からの委託を受け，乙の区域内から生じ
るし尿および浄化槽汚泥を処理する。

  国分寺し尿貯留槽の管理を乙に委託する。

　国分寺地区から生じる一般廃棄物（し尿お
よび浄化槽汚泥を除く。）を中間処理した後
に生じる残さの埋立処分について，乙に委託
する。

ア

イ

ウ

エ

  乙の区域内から生じる一般廃棄物（し尿お
よび浄化槽汚泥を除く。）の処理業務（収
集，運搬および最終処分の業務を除く。）を
甲に委託する。

　乙の区域内から生じるし尿および浄化槽汚
泥の処理を甲に委託する。

  甲からの委託を受け，国分寺し尿貯留槽の
管理を行う。

　甲からの委託を受け，国分寺地区から生じ
る一般廃棄物（し尿および浄化槽汚泥を除
く。）を中間処理した後に生じる残さの埋立
処分を行う。

８　消防・
　 防災体制
　 の強化

ｅ
　
 
そ
の
他

９　一般廃棄
　物処理体制
　の確保

　圏域における一般廃棄物処理体制を確保す
るため，一般廃棄物の処理業務および埋立処
分業務等を連携して行う。

ア

イ

ウ

エ

　圏域における消防・防災体制を強化するた
め，消防組織法（昭和２２年法律第２２６
号）および消防法（昭和２３年法律第１８６
号）に定める消防事務を連携して一体的処理
を行うほか，甲乙間で災害時相互応援協定，
消防相互応援協定等を締結し，これらに基づ
き相互応援を行う。

ア

イ

  消防組織法および消防法に定める乙の消防
事務（消防団に関する事務，水利施設の設
置，維持および管理に関する事務ならびに水
防に関する事務を除く。）を受託し，処理す
る。

　乙と災害時相互応援協定，消防相互応援協
定等を締結し，これらに基づき相互応援を行
う。

ア

イ

　消防組織法および消防法に定める消防事務
（消防団に関する事務，水利施設の設置，維
持および管理に関する事務ならびに水防に関
する事務を除く。）を甲に委託する。

　甲と災害時相互応援協定，消防相互応援協
定等を締結し，これらに基づき相互応援を行
う。

連携する周辺町 連携する具体的事項

【生活機能の強化】

政
策
分
野

施　　策
区
分

施策に係る
取組（事業）

3



土
庄

小
豆
島

三
木

直
島

綾
川

取組の内容 甲「本市（中心市）」の役割 乙「周辺町」の役割

１１　公共交
　通機関の利
　用促進

新
規

公共交通機関の
利用促進

● ●

　公共交通機関の利用促進を図るため，マイ
カーから公共交通機関への利用の転換を誘導
するパークアンドライドの推進を始め，利用
者の利便性向上に取り組む。

ア

イ

　中心市街地の移動手段として，レンタサイ
クル事業を行う。

　圏域における公共交通の課題および利用者
の利便性向上について，乙と連携して継続的
に調査し，効率的かつ効果的な公共交通機関
の利用促進手法の検討を行う。

ア

イ

　パークアンドライド駐車場を確保し，また
は確保について支援する等，乙の区域内の
パークアンドライドを推進する。

　甲と連携して効率的かつ効果的な公共交通
機関の利用促進手法の検討を行う。

１２　海上交
　通の確保・
　充実

新
規

海上交通の
確保・充実

● ● ●

　海上交通の確保・充実を図るため，海上交
通利用者の利便性の向上に取り組むほか，瀬
戸内国際芸術祭（以下「芸術祭」という。）
の開催に当たり，必要な交通手段の確保・充
実に関する支援を行う。

ア

イ

ウ

　圏域における海上交通の課題および海上交
通利用者の利便性の向上について，乙と連携
して，継続的に調査し，効率的かつ効果的な
海上交通の確保・充実の方策について検討を
行う。

　海上交通と接続する中心市街地の移動手段
として，レンタサイクル事業を行う。

　芸術祭の開催に当たり，高松・島しょ部間
の海上交通を始めとする必要な交通手段の確
保・充実に関して支援する。

ア

イ

ウ

　乙の区域内の港湾施設周辺の環境整備を推
進するとともに，海上交通機関の乗継ぎの利
便性の向上に取り組む。

　圏域における海上交通の課題および海上交
通利用者の利便性向上について，実証実験を
行うほか，甲と連携して海上交通の確保・充
実に向けた調査，検討等を行う。

　芸術祭の開催に当たり，必要な交通手段の
確保・充実に関して支援する。

ｂ
 
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン

フ
ラ
整
備

１３　ブロー
　ドバンド利
　用環境の向
　上等

新
規

ブロードバンド
利用環境の向上
等

● ● ● ● ●

　圏域内のブロードバンドの利用環境の向上
およびその活用を図るため，情報交換，調
査，検討等を行う。

ア

イ

　
　乙のブロードバンドの利用環境の向上に資
する情報提供を行う等，乙の調査，検討等を
支援する。

　圏域内のブロードバンドの活用について，
情報交換，調査，検討等を行う。

ア

イ

　地域の実情に即したブロードバンドの利用
環境の向上のための技術，手法等を調査，検
討する。

　圏域内のブロードバンドの活用について，
情報交換，調査，検討等を行う。

新
規

(1)中心市街地
　における直売
　所の整備およ
　び活用

● ● ● ● ●

　地産地消を促進するため，中心市街地にお
ける中央商店街等への特産品等の直売所の整
備を支援する。

　
　中心市街地における中央商店街等への直売
所の整備等を支援する。

　
　直売所を活用して乙の特産品等の販売を促
進し，消費拡大を図る。

新
規

(2)特産品の
　周知宣伝等

● ● ● ● ●

　
  圏域内の生産者との連携の下，その活用に
取り組むほか，圏域の特産品に関する周知宣
伝活動を行う。

　
  乙が行う乙の特産品等に関する周知宣伝活
動を支援する。

　
  乙の特産品について，甲の区域内での消費
拡大につなげるための周知宣伝活動を行う。

ｄ
地
域
内
外
の
住
民
と
の

　
交
流
・
移
住
促
進

１５　自然体
　験等を通じ
　た住民の交
　流の促進

新
規

自然体験等を通
じた住民の交流
の促進

● ● ● ● ●

　地域の活性化を図るとともに地域間の住民
の相互理解を深めるため，自然体験等を盛り
込んだイベントを開催し，圏域内の児童，生
徒等の参加を促進する。

　乙が実施するイベントについて，甲の区域
内の住民に周知・啓発を行う。

　自然体験等を盛り込んだイベントを開催
し，圏域内の児童，生徒等の参加を促進す
る。

ｃ
 
地
産
地
消

１４　中心市
　街地におけ
　る直売所の
　整備および
　活用

連携する具体的事項

ａ
 
地
域
公
共
交
通

【結びつきやネットワークの強化】

政
策
分
野

施　　策
区
分

施策に係る
取組（事業）

連携する周辺町

4



土
庄

小
豆
島

三
木

直
島

綾
川

取組の内容 甲「本市（中心市）」の役割 乙「周辺町」の役割

１６　文化的
　資産の活用

新
規

文化的資産の
活用

● ●

　文化的資産の充実と知名度の向上を図るた
め，圏域内の文化的資産の連携に取り組む。

　
　文化的資産の活用を推進する連絡会におい
て，高松市菊池寛記念館を始めとする甲の区
域内の文化的資産を調査するとともに，乙の
区域内の文化的資産との連携を図る。

　文化的資産の活用を推進する連絡会におい
て，壺井栄文学館を始めとする乙の区域内の
文化的資産を調査するとともに，甲の区域内
の文化的資産との連携を図る。

１７　文化芸
　術鑑賞機会
　等の提供

新
規

文化芸術鑑賞機
会等の提供

● ● ● ● ●

　圏域内の児童，生徒等に優良な文化芸術鑑
賞等の機会を提供する。

　高松市文化芸術ホール（サンポートホール
高松）の設置者として，同ホールを主な会場
とする文化芸術事業を主催し，圏域内の児
童，生徒等を招待する。

　甲が主催する文化芸術事業に共催し，乙の
区域内の児童，生徒等に周知するほか，当該
児童，生徒等の観劇について必要な措置を講
ずる。

１８　瀬戸内
　国際芸術祭
　関連事業の
　実施

新
規

瀬戸内国際芸術
祭関連事業の実
施

● ● ●

  芸術祭開催の効果をより一層高め，持続性
あるものとするため，相互に連携して芸術祭
関連事業を実施する。

ア

イ

ウ

　芸術祭の会場の一部となる男木島におい
て，芸術祭のコンセプトに沿ったデザインの
施設を整備し，交流の拠点等として活用す
る。

　芸術祭開催期間中においては，甲の区域内
において芸術祭の趣旨にかなう文化芸術事業
を実施する。

　芸術祭の開催年度以外の年度においては，
芸術祭の開催効果を持続するための取組を行
う。

ア

イ

　芸術祭開催期間中においては，乙の区域内
において芸術祭の趣旨にかなう文化芸術事業
を実施する。

　芸術祭の開催年度以外の年度においては，
芸術祭の開催効果を持続するための取組を行
う。

ｆ
　
そ
の
他

１９　図書館
　サービスの
　提供

新
規

移動図書館の
開設

●

　乙の区域において図書館サービスを提供す
るため，移動図書館による図書の貸出等を実
施する。

　高松市図書館条例（平成４年高松市条例第
21号）に基づく移動図書館の設置者として移
動図書館車を乙の区域内へ巡回派遣し，図書
の貸出等の図書館サービスを提供する。

　乙の区域に移動図書館ステーションを設置
する等，移動図書館の利用に関し必要な対応
を行う。

２０　圏域情
　報の発信お
　よび共有化

新
規

圏域情報の発信
および共有化

● ● ● ● ●

　圏域内外の住民との活発な交流を促進する
ため，圏域内の自治体のホームページ，広報
紙，印刷物等を活用することにより，圏域内
外への情報発信と情報共有を行う。

ア

イ

ウ

　圏域内の地域情報を，乙の各種広報媒体へ
の掲載用として乙に提供する。

　甲の各種広報媒体を活用して圏域内外へ地
域情報を発信する。

　圏域内の地域情報の発信および共有化に関
し，総合的な推進と調整を行う。

ア

イ

　乙の地域情報を，圏域内の各種広報媒体掲
載用として甲に提供する。

　乙の各種広報媒体を活用して圏域内外へ地
域情報を発信する。

ｅ
 
文
化
芸
術

連携する周辺町 連携する具体的事項

【結びつきやネットワークの強化】

政
策
分
野

施　　策
区
分

施策に係る
取組（事業）
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土
庄

小
豆
島

三
木

直
島

綾
川

取組の内容 甲「本市（中心市）」の役割 乙「周辺町」の役割

（
ｆ
　
そ
の
他
）

２１　高松市
　屋島陸上競
　技場の活用

新
規

高松市屋島陸上
競技場の活用

● ● ● ● ●

　圏域内のスポーツ振興を図るため，甲が再
整備する高松市屋島陸上競技場（以下「競技
場」という。）を活用し，スポーツを通じた
圏域住民の交流を推進する。

ア

イ

　競技場の設置者として，競技場を再整備
し，管理運営を行う。

　関係団体等と連携し，競技場において圏域
内の住民が参加する競技会および各種イベン
トの開催等を行う。

ア

イ

　関係団体等と連携し，競技場において圏域
内の住民が参加する競技会および各種イベン
トの開催等を行う。

　競技会，各種イベント等への参加を始め，
乙の住民による競技場の施設利用を促進す
る。

ａ
 
圏
域
内
市
町
の
職
員

　
　
等
の
交
流

２２　職員の
　交流・人材
　育成等

新
規

合同研修等の
実施

● ● ● ● ●

　職員の資質向上および圏域マネジメント能
力の強化を図るため，合同研修，圏域外から
の専門の講師の招へい等を行う。

ア

イ

　乙の職員に甲が実施する研修への参加の機
会を提供する。

　必要に応じ，研修の講師として圏域外の専
門家の招へい等を行う。

　甲の取組を活用し，乙の職員の能力および
資質の向上を図る。

ｂ
 
そ
の
他

２３　大学等
　との連携事
　業

新
規

取組事項の研究
交流

● ● ● ● ●

　取組事項の効果的な実施を図るため，圏域
内の大学等と相互に連携して研究交流を行
う。

　圏域内の大学等と連携協力して取組事項に
ついて調査研究を行い，その成果を取りまと
めて乙および関係機関に周知し，その成果を
活用することにより，取組事項の効果的な実
施を図る。

　甲が圏域内の大学等と連携協力して行う取
組事項についての調査研究に協力し，その成
果を活用することにより，取組事項の効果的
な実施を図る。

　　　　　　　　　　　　　新規２７　継続１０　計３７　　　　　　　　　　　計 22 22 28 26 31

【結びつきやネットワークの強化】

【圏域マネジメント能力の強化】

【結びつきやネットワークの強化】【圏域マネジメント能力の強化】

政
策
分
野

施　　策
区
分

施策に係る
取組（事業）

連携する周辺町 連携する具体的事項
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